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移住等に関する定量分析
（三大都市圏からの転入超過回数について） 未定稿



三大都市圏からの転入超過回数（全国）

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成

1（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の市町村をラベル表示。
（注2）「調査していないため該当数値がない」データが含まれていることに留意。
（注３）凡例の転入超過回数別の市町村数は三大都市圏を除く。

全国版

86市町村



三大都市圏からの転入超過回数（北海道・東北）

2（注１）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の市町村をラベル表示。
（注2）「調査していないため該当数値がない」データが含まれていることに留意。

【北海道エリア】 【東北エリア】

<参考>

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



三大都市圏からの転入超過回数（関東・中部）

3

【関東・中部エリア】

（注１）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の市町村をラベル表示。
（注2）「調査していないため該当数値がない」データが含まれていることに留意。
（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



三大都市圏からの転入超過回数（近畿・中国・四国）
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【近畿エリア】 【中国・四国エリア】

（注１）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の市町村をラベル表示。
（注2）「調査していないため該当数値がない」データが含まれていることに留意。
（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



三大都市圏からの転入超過回数（九州・沖縄エリア）
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【九州エリア】

<参考>

【奄美・沖縄エリア】

（注１）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の市町村をラベル表示。
（注2）「調査していないため該当数値がない」データが含まれていることに留意。
（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



y = 1E-11x6 - 1E-08x5 + 4E-06x4 - 0.0007x3 + 0.0767x2 - 4.0294x + 85.069
R² = 0.8141
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（出典）国勢調査（H22）、全国幹線旅客純流動統計調査（H22）

【日常圏】
・通勤、通学、最寄り品の購入など、平日ほぼ毎日の頻度で発生する生活に必要な移動行動の地理的範囲。1時
間を基準値とした。
【拡大日常圏】
・買い回り品や、映画、レジャーなど、週末など週に数日の頻度で発生する生活に必要な移動行動の地理的範囲。
2時間～2時間半を基準値とした。

日常圏の圏域構造

（注1）地方圏の都市を対象（N=1,245都市）とし、日常圏及び週末日常圏の分析をおこなっている。なお、所要時間計算において「経路なし」となった21都市は対象とし
ていない。
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拡大日常圏の圏域構造

（観光目的集中交通量に対する三大都市圏・地方中枢都市の割合の算出方法）

三大都市圏・地方中枢都市からの観光目的集中交通量
当該市町村への観光目的集中交通量

政令指定都市・東京までの所要時間（分）
（自動車・鉄道・航空※待ち時間・乗換え時間を含む）
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60分を超えたくらいから、
就業人口流出率は低下

※政令指定都市・東京のうち、最近隣の都市への所要時間を用いてる。

※政令指定都市・東京のうち、最近隣の都市への所要時間を用いてる。

150分を超えたくらいから、
ほぼ横ばい

大都市から「近い地域（２時間未満）」と「遠い地域（２時間以上）」

6
（ 国土審議会計画推進部会第４回住み続けられる国土専門委員会資料より ）



大都市から「近い地域」と「遠い地域」の転入超過回数比較（全国）

7（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の特徴的な市町村をラベル表示。
（注2）政令指定都市・東京との所要時間（自動車・鉄道・航空を対象とし、DRM・NITASを活用して算出した最短所要時間）が2時間以上、2時間未満の地域に分類。

大都市から近い地域（2時間未満）・遠い地域（2時間以上）
と三大都市圏からの転入超過回数４回以上地域

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



大都市から「近い地域」と「遠い地域」の転入超過回数比較

8（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の特徴的な市町村をラベル表示。
（注2）政令指定都市・東京との所要時間（自動車・鉄道・航空を対象とし、DRM・NITASを活用して算出した最短所要時間）が2時間以上、2時間未満の地域に分類。

大都市から近い地域（2時間未満）・遠い地域（2時間以上）
と三大都市圏からの転入超過回数４回以上地域

【北海道エリア】 【東北エリア】

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



【関東・中部エリア】

9（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の特徴的な市町村をラベル表示。
（注2）政令指定都市・東京との所要時間（自動車・鉄道・航空を対象とし、DRM・NITASを活用して算出した最短所要時間）が2時間以上、2時間未満の地域に分類。

大都市から「近い地域」と「遠い地域」の転入超過回数比較

大都市から近い地域（2時間未満）・遠い地域（2時間以上）と三大都市圏からの転入超過回数４回以上地域

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



【近畿エリア】 【中国・四国エリア】

10（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の特徴的な市町村をラベル表示。
（注2）政令指定都市・東京との所要時間（自動車・鉄道・航空を対象とし、DRM・NITASを活用して算出した最短所要時間）が2時間以上、2時間未満の地域に分類。

大都市から近い地域（2時間未満）・遠い地域（2時間以上）
と三大都市圏からの転入超過回数４回以上地域

大都市から「近い地域」と「遠い地域」の転入超過回数比較

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成



11（注1）三大都市圏からの転入超過回数が4回以上の特徴的な市町村をラベル表示。
（注2）政令指定都市・東京との所要時間（自動車・鉄道・航空を対象とし、DRM・NITASを活用して算出した最短所要時間）が2時間以上、2時間未満の地域に分類。

大都市から「近い地域」と「遠い地域」の転入超過回数比較

【九州エリア】 【奄美・沖縄エリア】

大都市から近い地域（2時間未満）・遠い地域（2時間以上）と三大都市圏からの転入超過回数４回以上地域

（出典）総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告（H24～H29）」をもとに国土政策局作成


